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プレスリリース

平成１９年１月１４日

九 州 農 政 局

宮崎県下での鳥インフルエンザ発生に対する小売店舗における

不適切な表示の調査状況

１月１１日夜に宮崎県下で高病原性鳥インフルエンザの疑われる事例が発生したとの

公表を受け、翌１２日から小売店舗の調査を開始し 「宮崎県産の鶏卵・鶏肉は扱って、

おりません」などといった不適切な表示が見られた場合には、撤去・修正等を要請して

おります。

１月１２日から１４日までの調査結果をお知らせします。

不適正な表示３４件のうち、本部と相談中の１件を除き全てが表示の撤去・修正等を

行いました。

一方、店舗の本部から不適正な表示の店頭表示は行わないよう指示を受けた店舗もあ

りました。

（１月１２日～１４日分）

県 名 調 査 店 うち撤去・修正 拒否した店舗数 対応待ち（本部

舗 数 等をした店舗数 と相談中）等の

店舗数

福 岡 ５８ ５ ０ １

佐 賀 ６９ １ ０ ０

長 崎 ５２ ０ ０ ０

熊 本 ７１ ０ ０ ０

大 分 ４７ ６ ０ ０

宮 崎 １０５ ２０ ０ ０

鹿児島 ４５ １ ０ ０

九 州 計 ４４７ ３３ ０ １

撤去・修正を要請した不適正な表示は 「清武町産ではない 「清武町より４０～、 。」

５０ｋｍ離れています 」等の内容のものがありました。。

鶏卵や鶏肉を食べることにより、鳥インフルエンザが人に感染することは、世界的

にも報告されていません。

問い合せ先

連絡先：九州農政局消費・安全部表示・規格課

担当者：村上、樫本、東

電 話：０９６－３５３－７５９５（直通）


